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市有財産（施設）運用管理 
マスタープラン（案） 
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○○公民館（昭和55年） 

□□事務所（昭和41年） 

マスタープラン（案） 

中津川市の概要 

地域名 旧町村名 合併年月日

中津地域 恵那郡中津町

苗木地域 恵那郡苗木町

坂本地域 恵那郡坂本村 昭和29年7月10日

落合地域 恵那郡落合村 昭和31年9月30日

阿木地域 恵那郡阿木村 昭和32年11月1日

神坂地域
長野県
西筑摩郡神坂村

昭和33年10月15日

山口地域
長野県
木曽郡山口村

坂下地域 恵那郡坂下町

川上地域 恵那郡川上村

加子母地域 恵那郡加子母村

付知地域 恵那郡付知町

福岡地域 恵那郡福岡町

蛭川地域 恵那郡蛭川村

平成17年2月13日

昭和26年4月1日

 平成の大合併から８年が経過 

中津川市の概要 

中津地域

33.6%

苗木地域

7.7%

坂本地域

15.6%
落合地域

4.9%

阿木地域

3.1%

神坂地域

1.0%

山口地域

2.3%

坂下地域

6.1%

川上地域

1.1%

加子母地域

3.9%

付知地域

7.6%

福岡地域

8.7%

蛭川地域

4.4%

出典：住民基本台帳（平成24年4月1日時点）

男 女 合計

中津 13,344 人 14,215 人 27,559 人

苗木 3,095 人 3,254 人 6,349 人

坂本 6,339 人 6,493 人 12,832 人

落合 1,980 人 2,043 人 4,023 人

阿木 1,197 人 1,329 人 2,526 人

神坂 389 人 451 人 840 人

山口 904 人 968 人 1,872 人

坂下 2,451 人 2,560 人 5,011 人

川上 443 人 462 人 905 人

加子母 1,532 人 1,660 人 3,192 人

付知 2,996 人 3,267 人 6,263 人

福岡 3,455 人 3,667 人 7,122 人

蛭川 1,726 人 1,859 人 3,585 人

総計 39,851 人 42,228 人 82,079 人

人口
地域

出典：住民基本台帳（平成24年4月1日時点）

 人口 
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 地域別人口割合 

中津川市の概要 

出展：住民基本台帳（平成２４年４月１日時点） 

マスタープラン策定の背景 

３つの課題 
① 財政上の課題 
② 人口推移の課題 
③ 施設の課題 

 ３つの課題から現在の市有施設すべてを維持していくことは困
難であり、合併後の市域全体を見渡した市有施設の再編と効率
的な運営についての検討が求められている 

 世界で例を見ない経済成長を成し遂げ世界に例を見ないス
ピードで高齢化が進行するこの国で、深刻な問題が起ころう
としています。 

 どこでも近い将来、必ず同じ問題（公共施設更新問題）がお
こります。 

① 財政上の課題 

人件費
15%

指定管理

委託料
7%

委託料
31%修繕費

7%

燃料費
8%

光熱水費
24%

手数料
7%

火災保険料
1%

項目 金額

人件費 471,327 千円

指定管理委託料 227,899 千円

委託料 959,173 千円

修繕費 223,632 千円

燃料費 233,454 千円

光熱水費 738,109 千円

手数料 213,896 千円

火災保険料 17,367 千円

合計 3,084,857 千円

①-１ 維持管理費と借地料 
 平成23年度一般会計予算360億円のうち年間総額で約31億円。 
 大規模改修や建替え費用は含まれておらず施設の更新には更
なる費用がかかります。 

表１ 維持管理費内訳 

図１ 維持管理費の割合 

出展：平成２３年度予算 

（当市との比較） （当市との比較）

中津川市 34億円 42千円

恵那市 24億円 ▲10億円 44千円 　 2千円

瑞浪市 17億円 ▲17億円 43千円 　 1千円

土岐市 20億円 ▲14億円 33千円 ▲ 9千円

多治見市 37億円 　 3億円 33千円 ▲ 9千円

南アルプス市 14億円 ▲20億円 20千円 ▲22千円

伊那市 16億円 ▲18億円 22千円 ▲20千円

京丹後市 22億円 ▲12億円 37千円 ▲ 5千円

自治体名
市民1人当たりの
維持管理経費

維持管理費

① 財政上の課題 
◆周辺自治体や類似団体との維持管理費の比較 
   中津川市は、比較的高い 
     ※市民１人当たりの床面積６．７㎡は、全国市町村平均の２倍近い数値。 

◆借地料  
借地面積の合計は約40万㎡あり、借地料の総額は年間約6,300万円である。 
借地解消の目処はたっていない。 

表２ 他の自治体との比較 

出展：平成２２年度決算統計 
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①-２ 普通交付税の合併算定替の期限 
合併により普通交付税の増額される10年間が平成26年で終了し
平成32年度まで段階的に減少する 

① 財政上の課題 

歳入の減少に見合う大幅な歳出削減が必要 

図２ 普通交付税減少額の推移 図３ 財政見通しの歳出歳入差額 

②－１ 人口の減少（若手政策塾「かやの木政策塾」人口検討会H23.5作成） 

かつては8万5千人を超えていたが、平成47年には約6万7千人まで
減少すると予想されている。（若手政策塾「かやの木政策塾」人口検討会 H23.5作成） 

30年間で22％の減少となっている。 
  参考：人口問題研究所（H23.3推計） 平成47年には約6万2,500人まで減少予測 
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※国勢調査のデータを基にコーホート変化率法で算出

②人口推移の課題 

図４ 中津川市の人口予測 
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※国勢調査のデータを基にコーホート変化率法で算出

②人口推移の課題 

②－２ 少子高齢化 
平成17年と、平成47年予測の人口ピラミッドを重ねた図。 
少子高齢化が顕著に進んでいる。 

図５ 人口ピラミッド比較 

②人口推移の課題 

◆高齢化社会 ６５歳以上の人口割合２７．６％ 

 （平成2年⇒平成24年 11.6％の増） 

 病院、老人ホーム、デイサービスセンター
などの健康福祉施設の需要が高まり、高齢
者向け施設の充実が必要。 

◆少子化社会 １５歳未満の人口割合１３．５％ 

  （平成2年⇒平成24年 5.5％の減） 

 小規模学校の増加が予測される。子ど
もたちのよりよい教育環境を維持するた
め、統合などによる適正化も必要。 

※人口割合は、住民基本台帳（H24.4.1時点）による。 

H47の65歳以上
は、37.8％と推測 

 人口問題研究所 

H47の65歳以上
は、10.5％と推測 

 人口問題研究所 



5) 地域説明会資料 

4 

③ 施設の課題 
③－１ 施設の規模 
全国の平均値、類似団体の平均値と比べて2倍近い 

団体 一人あたりの床面積（㎡/人） 

中津川市 6.70 

全国市町村の平均値 3.42 

人口規模同等自治体 3.40 

③－２ 同種施設の重複 
平成17年の合併前は、各市町村で個別に施設の整備をおこなっ
てきたため、目的が重複する施設を複数所有している。 

施設の種類 設置地域 

B&G 福岡、付知、加子母 

弓道場 中津、坂下、川上、加子母、付知、福岡 

グラウンド 市内各地域 

福祉関係施設 市内各地域 

【例】 

③ 施設の課題 

③－３ 施設の老朽化 
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官公庁、生活環境施設 健康福祉施設 広域交流施設 学校教育施設 その他 

旧耐震基準 新耐震基準 

市有施設の半数以上は昭
和41年度から平成2年度
にかけて建設された 

（㎡） 

③ 施設の課題 

③－４ 耐震補強の対策 

約 70 ％地域コミュニティ施設

約 60 ％

約 87 ％

広域交流施設

生活環境施設

約 90 ％

健康福祉施設 約 99 ％

農林業生産・普及施設

約 90 ％

学校教育施設

約 81 ％官公庁、公益的施設

約 99 ％

市営住宅

耐震建物が
占める割合

施設の種類

※施設内の主要建物全てが耐震化済み(予定)の
ものを耐震建物として、床面積の割合を算出

 ほぼ全ての建物が耐震化
されている施設もあるが、地
域コミュニティ施設や生活環
境施設では、耐震未対応と
なっている施設もあり、市有
施設には、災害対策の拠点
や避難所となる施設多い。
市民の安全を守るために、
耐震化未対応施設の耐震
補強や建替えが必要であ
る。 

マスタープラン策定の目的 

歳入 歳出 

◆収支のバランスがとれた堅実な行財政運営を行うために
は、歳入の減少に見合う大幅な歳出削減を行う必要があ
る。 

歳入 歳出 

大規模改修 

建替え費用 

借地料 

維持管理費 

少子高齢化による
税収の減少 

普通交付税の減額 
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マスタープラン策定の目的 

○ 最適な市有施設の配置を明らかにし維持 
  管理費の削減をおこなう。 

31億円 
（現在） 

６億円の削減 25億円 
（平成32年度） 

○ 再編計画の期間は、『今後20年間』とする。 
    平成26年度～平成45年度 

 市有施設 
市域全体で665施設、その建物は1,753棟、床面積の総計は、 
約55万㎡です。 

対象施設 

財産

公有財産
行政財産

公用財産

公共用財産
普通財産

物品 品物。特に不動産以外の形のある物。

債権 相手に対して一定の行為（給付）を請求する
ことを内容とする権利。

基金 特定目的のために取得した財産と積み立て
られた資金。

うち 

建物 

官公庁、生

活環境施設 

16.8% 

健康福祉施

設 

14.4% 

広域交流施

設 

18.8% 

学校教育施

設 

33.0% 

その他 

16.9% 

平成２５年３月現在 

対象施設 

 分野別延べ床面積割合 
官公庁 
・市役所、地域事務所など 
環境施設 

・環境センター、斎場、上下
水道関係など 

健康福祉施設 

・病院、保健福祉センター、
老人福祉施設など 

広域交流施設 

・スポーツ施設、キャンプ
場、温泉、観光施設、文化
施設など 

その他 
・市営住宅、農林業施設 
・公民館、図書館 など 

学校教育施設 

・保育園、小学校、中学校、
給食調理場、教員住宅 

 地域別対象施設数 

対象施設 

中津
（西）

中津
（東）

中津
（南）

苗木 坂本 落合 阿木 神坂 山口 坂下 川上 加子母 付知 福岡 蛭川 合計

官公庁・公益的施設 3 3 14 4 7 6 5 2 8 12 10 14 13 12 11 124

生活環境施設 8 4 5 4 4 4 8 1 16 12 6 18 15 22 6 133

健康福祉施設 4 2 3 1 2 1 0 1 4 14 2 5 6 5 6 56

地域コミュニティ施設 0 0 1 3 4 2 2 3 1 3 2 1 3 7 4 36

広域交流施設 6 3 6 6 7 1 1 3 11 7 10 17 13 8 8 107

市営住宅 8 4 3 2 1 1 1 2 5 9 9 12 9 11 4 81

学校教育施設 8 5 7 7 6 7 9 6 6 7 4 8 10 15 7 112

農林業生産・普及施設 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 5 2 1 2 16

合計 37 21 40 27 31 23 26 18 53 66 43 80 71 81 48 665

人口 6349 12832 4023 2526 840 1872 5011 905 3192 6263 7122 3585 82079

人/1施設 235 414 175 97 47 35 76 21 40 88 88 75 123

27559

281
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基本方針 

【基本方針1】 市有施設の削減

市有施設の維持管理に必要な費用を減らすために、施設の数
と規模を削減する。 

【基本方針2】 施設運営の効率化

【基本方針3】 計画的な施設の維持更新

行政サービスの質を低下させずに費用を削減するために、施設
運営を効率化する。 

厳しい財政状況の中で施設を維持して行政サービスを提供する
ために、建物の老朽化の度合いや耐震対策の状況を把握し、
計画的に施設の維持更新を行う。 

市有施設見直しの目標 

○ 基本方針を実現するために、現状の市有施設  
 について見直しを行う。 
  市有施設の見直しにあたって、次の3つの目標  
 を定める。 

【目標1】 施設の統合、縮小および廃止

【目標2】 施設の民営化、民間委託

【目標3】 市有財産としての利活用の推進

中津川公園 

中津川市全域 

（恵那市や木曽郡
も含む） 

コミュニティ 
型施設 

全市型施設 

個別型施設 

対象 
地域 

中津川市内の 
複数地区・地域 

中津川市内の 
地区内・地域内 

（学区単位） 

集落単位 

インフラ型施設 

不特定地域 

再編の 
方向性 

施設ごとに 
存廃を判断 

管理の 
方向性 

中津川市にて 
直接管理 

 
※ただし、可能で
あれば民間移譲 

必要に応じて存
廃を判断 

既存施設の 
耐用年数など 

を考慮して 
統合化・複合化 

原則として 
用途別に1施設 

原則として 
用途別に複数の 

地区・地域で 
1施設 

原則として 
地域移譲 

原則として 
民間移譲 

施設の具体例 

本庁舎 

事務所 
総合事務所 

中学校 
小学校 

診療所 

公民館 

水道施設 下水道施設 

にぎわい 
プラザ 

東美濃 
ふれあい 
センター 

環境センター 
衛生センター 
資源センター 

消防署 

市民病院
坂下病院 

火葬場 保健福祉 
総合施設 

（児童・母子 
含む） 

集会施設 
研修施設 

キャンプ場・コテージ 

野外レクリエーション 観光物販 
施設 

博物館・美術館 

中津川市にて 
直接管理 

歴史・郷土芸能 

市営住宅 
農林業生産・

普及施設 保養・温泉 
活用施設 

中津川市にて 
直接管理 

再編の対象外 

老人福祉
施設 

可能な限り 
統合化・複合化 

各
種
ス
ポ
ー
ツ
施

設 

可能な限り 
民間移譲 

再編・管理の方向性 再編・管理の方向性 
施設分野・施設用途ごとの基本方針 

施設用途 施設類型 基本方針

庁舎、
地域事務所

全市型
コミュニティ型

原則的に今後も中津川市にて維持する。
市役所本庁舎に付属する分室については段階的に用途廃止する。
一部の地域事務所で他用途の施設との統合を行う。

消防署・分署 全市型 他の施設との統合により施設機能を複合化し、消防および防災の拠点として施設を維持更新する。

消防団詰所 コミュニティ型 地域ごとに効率的な施設配置を見直し、統合を行って詰所数を削減する。

防災倉庫 個別型 統合を検討している施設除いて今後も中津川市にて保全し、災害に備える。

その他
事務所施設

個別型 老朽化が進んでいる施設を更新時期や利用状況に応じて用途廃止する。

環境・衛星センター 全市型 施設の集中と拠点化を行うために、拠点となる施設を建替え、他の施設は統合や用途廃止を行う。

火葬場 全市型 施設の集中と拠点化を目標として、拠点施設の建替えを行い、他の火葬場については用途廃止する。

上水道施設
下水道施設

インフラ型 効率的な運用をしながら、すべての施設を中津川市にて維持、保全する。

病院・診療所等
全市型
コミュニティ型

地域保健医療計画に基づき施設の検討を行う。

保健福祉総合施設 全市型 今後も中津川市にて継続保全する。

老人福祉施設 コミュニティ型
介護サービスを提供する施設については、民間施設の進出状況など地域性を考慮に入れつつ、積極的
に民間へ移譲する。その他の施設も、利用状況を考慮して地域へ移譲する。

児童・母子福祉施設 全市型
子育て支援センターや児童館については中津川市が継続保全し、耐用年数を迎える施設についても建
替えを行う。

障がい者福祉施設 全市型 民間または地域へ移譲し、発達支援センターについては中津川市が継続保全する。

医師住宅 個別型
看護師宿舎および旧看護師用託児所については、今後も中津川市にて継続保全するが、他の医師住
宅については用途廃止を進める。

公民館・図書館 コミュニティ型 今後も中津川市にて維持する。一部の公民館は、他用途の施設と統合して施設機能を複合化する。

集会施設・
研修施設等

コミュニティ型
地域で維持管理と運営を行うことを基本方針とし、原則的に地域移譲する。市営住宅の集会場につい
ては、市営住宅と合わせて中津川市が継続保全する。

施設分野

1
官公庁・

公益的施設

2 生活環境施設

3 健康福祉施設

4
地域コミュニティ

　施設



5) 地域説明会資料 

7 

再編・管理の方向性 
施設分野・施設用途ごとの基本方針 

施設用途 施設類型 基本方針

スポーツ施設
全市型
コミュニティ型

原則として中津川市の施設として維持していくが、民間または地域へ管理を任せられるものは移譲し、
統合による適切な施設配置を行う。

キャンプ場・コテージ 個別型 既に用途廃止を進めている施設を除き、全て民間へ移譲する。

野外レクリ
エーション施設

個別型 民間移譲が可能なものは民間へ移譲し、不可能な施設は段階的に用途廃止する。

保養・温泉活用施設 個別型 老人福祉施策に関わる施設を除いて、民間へ移譲を検討する。

観光物販等施設 個別型 現在検討中の施設を除き、全て民間へ移譲する。

歴史・郷土芸能
関連施設

個別型 原則的に今後も中津川市にて継続的に保全する。

博物館・美術館等 個別型 今後も中津川市にて保全する。ただし、平成25年度策定予定の文化振興ビジョンを考慮に入れる。

体験・文化交流施設 個別型 基本的には中津川市にて継続保全するが、老朽化が著しい施設は用途廃止する。

公営住宅 個別型 移譲可能な住宅については民間へ払い下げ、老朽化した住宅については段階的に用途廃止を行う。

特定公共賃貸住宅 個別型 移譲可能な住宅については、民間へ払い下げる。

地域優良賃貸住宅 個別型 今後も市営住宅として継続保全する。

若者定住促進住宅 個別型 全ての住宅について中津川市が継続保全する。

市営単独住宅 個別型 移譲可能な住宅については民間へ払い下げ、老朽化した住宅については段階的に用途廃止を行う。

小学校・中学校・
幼稚園・保育園・
給食調理場

コミュニティ型 現在策定中の学校規模等適正化計画に従い、再編を行う。

高等学校 個別型 今後も中津川市にて維持する。

教員住宅 個別型 各地域における民間の住宅供給状況に応じて削減を図る。

農産物加工施設 個別型 民間へ移譲する。

農林業普及施設 個別型 利用状況や更新時期に応じて用途廃止または民間移譲を行う。

5 広域交流施設

施設分野

6 市営住宅

7 学校教育施設

8
農林業生産・

普及施設

見直しの手順 

<手順４ 評価指標>

需要と費用などのバランス

見直しに対する課題への対応

各分野の施策展開方向や
各施設の運営方針との調整など

必要性〈高〉 必要性〈低〉

見込み〈小〉見込み〈大〉

<手順１ 評価指標>

市有施設としての必要性

<手順２ 評価指標>

施設の需要見込み

<手順３ 評価指標>

施設の民営化、地域移譲への可能性

可能性〈高〉可能性〈低〉

統廃合・縮小可能性
検討施設

見直し候補施設

将来の維持更新事業
の対象外とする施設

継 続 保 全
予 定 施 設

統合、縮小
予 定 施 設

新 設 施 設

再編後の市有施設

将来の維持更新事業
の対象とする施設

民間・地域 移譲
検 討 施 設

用 途 廃 止
予 定 施 設

見直しの手順 

再編 
方針 

継続保全 統合・縮小 用途廃止 民間・地域移譲 検討中 

長寿命化を図
りながら継続
して使用 

同じ用途の施
設との統合や
規模の縮小 

取り壊しま
たは用途変
更 

民間への売却ま
たは地域へ移譲 

計画策定など
で再編方針を
検討中 

施設数 325 68 106 60 106 

○ 見直し方針と選定基準による再編方針 

（参考）マスタープランの効果 

114.9 億円 

82.7 億円 

234.9 億円 

131.0 億円 

193.1 億円 197.7 億円 

294.4 億円 

171.4 億円 

563.5 億円 

856.6 億円 
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平成27年度～ 

平成31年度 

平成32年度～ 

平成36年度 

平成37年度～ 

平成41年度 

平成42年度～ 

平成46年度 

再編施設更新費用 

全施設更新費用 

再編施設更新費用累計 

全施設更新費用累計 

再編により施設更新費用を
20年間で約293億円削減 

（億円） 累計（億
円） 

※学校教育施設は除く 

○ 市有施設をすべて更新した場合と、マスタープ

ランによる再編後の費用比較 （中津川市行政管理課試算） 


